
 

 

支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

４２７ 精密眼底検査（眼疾患がない場合）の算定について 

 

《令和７年１月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

他の診療科からの依頼に眼疾患がない次の傷病名等に対するＤ255 精密眼

底検査（片側）の算定は、原則として認められる。 

⑴ 糖尿病 

⑵ 高血圧症 

⑶ 脳血管疾患 

⑷ 脳血管疾患手術後 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

精密眼底検査は、眼科的疾患の眼底所見を評価する検査であり、網膜、脈絡

膜及び視神経等眼底疾患の鑑別診断のために実施される。また、眼底網膜にお

いては、細血管や視神経の状態を直接観察できるため、糖尿病や高血圧症の病

態把握、脳血管疾患の早期発見と経過観察に有用である。 

以上のことから、他の診療科からの依頼に眼疾患がない上記傷病名等に対

するＤ255 精密眼底検査（片側）の算定は、原則として認められると判断した。 

 

 

  


